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除去土壌等の保管が終了した仮置場の保管場所跡地に 
おける効率的な空間線量率の測定

小磯 将広＊、 井上 広海、 山﨑 琢平

【要　約】　福島県内の除染作業で発生した除去土壌等を保管する仮置場は、保管する全ての除去土壌等を中
間貯蔵施設へ輸送した後、従前の土地利用を基本として原状回復が行われる。原状回復においては、除去土
壌等の保管場所跡地において空間線量率等の測定を行い、保管の影響による汚染が無いことが確認されるこ
ととなっている。測定地点は、除染関係ガイドラインを基本として選定されるが、保管場所の面積が大きな
仮置場では、局所的汚染箇所が発見できない可能性がある。測定地点を増やすことで、発見の可能性は高ま
るが、測定にかかる時間や労力が増加する。本研究では、福島県内の汚染状況重点調査地域における実際の
仮置場において、定点と歩行サーベイによる空間線量率の測定を行い、保管場所跡地における汚染の有無に
ついて確認を行うとともに、両方法による作業の効率性を比較した。結果、調査地とした仮置場の保管場所
跡地について、除去土壌等の保管による明確な汚染はないと考えられた。また、歩行サーベイ機器を使用し
た測定は、定点による測定と比較し、短時間で対象全体の測定が可能であること、線量分布図のように可視
化した結果を示すことができることから、効果的な測定方法であると考えられた。
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